
  

 

時  間 ◯ ８：３０～１７：３０  【土・日・祝祭日を除く】 

場  所 ◯ 野田商工会議所  

住所 〒２７８―００３５ 野田市中野台１６８―１ 【欅のホール５階 事務所内】 

対  象 ◯ 起業予定・独立開業に興味のある方（会社員・主婦・学生・退職後に何かを始めたい方） 

費  用 ◯ 無料 

創業者 野田商工会議所の『創業相談』から多くの       が生まれています！ 

このような想いを持っている方の 

お問合せをお待ちしてます！ 

□創業したいが方法が分からない！ 

□創業計画書を作りたい！ 

□創業資金の借り方を知りたい！ 

□創業後のフォローアップをしてほしい！ 

全５日間 
１０講座 

随時 
受付中 

お申込み・お問合せ     裏面の申込書に必要事項を記入し、 
野田商工会議所あてに電話・FAX・E メールにてお申込み下さい。 

特定創業支援事業 

「創業相談」は、野田商工会議所へ 



●お申込み 

 

 

 

 

 

相談希望 

日 時 

※平日９～17時 

□第１希望    月   日(  )    時    分～ 

□第２希望    月   日(  )    時    分～ 

□第３希望    月   日(  )    時    分～ 

ふりがな   性 別 男  ・  女 

氏 名 
  年 齢 才 

職 業  

住 所 
〒     ― 

 

電 話  

※日中ご連絡できる番号をご記入下さい 
E-mail 

 

業 種 
 

※創業予定業種・具体的な内容をご記入下さい。 

創業予定 年   月頃  ・  未定 

●相談内容 ※あなたの悩み解決の近道として活用します〔記入は、任意です。〕 

☑ 欄 項 目 質問〔聞きたい事・心配な事・不安な事等をご記入ください〕 

□ 創 業 全 般  

□ 創業計画書  

□ 創 業 融 資  

□ そ の 他  

 

☞特定支援事業者への支援 ※詳細は、野田市ＨＰくらしの便利帳 消費生活・産業内に掲載 

野田商工会議所で特定創業支援事業の「創業相談窓口」(随時受付中)や「創業スクール」(平成２７年度は

秋頃開催予定。)を利用し、野田市の認定書を交付された方は、次の支援を受ける事ができます。 

① 株式会社を設立する際に、登記にかかる登録免許税資本金の 0.35%に軽減される 

② 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が１千 500万円に拡充される 

③ 創業関連保証の特例が創業６ヶ月前から利用の対象になる 

④ 日本政策金融公庫（国民生活事業）の「新創業融資制度」の自己資金（1/10以上）要件の免除 

【特定創業支援事業に関するお問合せ】野田市 自然経済推進部 商工観光課 

                                     〒278-8550 野田市鶴奉 7-1 ☎04-7125-1111(内線 3137)  

野田商工会議所創業塾公式 facebook ページ「野田商工会議所創業塾」を開設しました！ 

詳しくは、https://www.facebook.com/nodaccisougyou 

例えば「今創業しなくても、いつか創業したい！」でも大丈夫です。お待ちしています。 

【個人情報の利用目的について】本申込書で得ました個人情報につきましては、以下の利用目的の範囲でのみ利用します。 
①相談者の本人確認 ②相談者台帳の作成 ③本事業に関する連絡 ④当会で行うセミナーなどの案内 ⑤各種アンケートの実施 

お申し込みは 

電話・ＦＡＸ・Ｅメール 

ＨＰから 

野田商工会議所の「創業相談」から多くの創業者が生まれています！ 

https://www.facebook.com/nodaccisougyou

